
問 土木課　 （２５）８５７０

問 企画広報課　 （２５）８１３０
　　　　　　　 （２５）８１０１
 　  kikaku@city.takashima.lg.jp
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用
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負
担
に
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り
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す
。

Android

iOS

▼募集する内容
市制 20 周年を強く印象付け、親しみやす

く明るい雰囲気のもので、縦横 15 センチの
枠内にデザインしてください。

▼応募できる方
　プロ・アマ・年齢を問わずどなたでも

▼応募方法
　応募用紙に必要事項を記入のうえ、次のい
ずれかの方法で提出してください。

（１）企画広報課に郵送または提出する。
（２）メールに応募用紙の電子データ等を添
　　 付して提出する。
☆件名に「20 周年記念ロゴマーク」とご記

入ください。

▼応募期限　８月31日（木）

▼審査・賞
　高島市制 20 周年記念事業推進委員会で審
査し、10 月末頃に最優秀賞を１点選定しま
す。（副賞：地域通貨アイカ３万円）

※詳しい内容は、市のホームページに掲載し
ている募集要項をご覧いただく
か、お問い合わせください。

▼市民憲章とは
　まちをよりよく、もっと好きになるための
理想の姿を掲げ、それを市民全員で実現して
いくための大切にしたい約束ごとです。

▼応募できる方
　市内在住で、18 歳以上のまち
づくりに興味関心のある方

▼応募方法
　企画広報課へお電話いただくか、FAX も
しくはメールで「住所」「氏名」「年齢」「性別」

「連絡先」をご記入のうえ、応募ください。

▼募集人員　15 人程度

▼応募期限　７月31日（月）

▼市民ワークショップ開催予定
　８月～ 10 月頃に３回程度予定（現時点で
日時および場所は未定です）

▼制定にあたっての考え方
①市民共通の目標であること
②市民だれもが親しみやすく感じられること
③表現がわかりやすいこと
④世代を超えた共通の認識として感じられ、

次世代に継承できること

市民の皆さんからスマートフォン市民の皆さんからスマートフォン
アプリを通して、道路の異常など情アプリを通して、道路の異常など情
報提供（投稿）いただく「道路異常報提供（投稿）いただく「道路異常
等通報システム」を導入しています。等通報システム」を導入しています。

通報システムを活用し、市道の安通報システムを活用し、市道の安
全確保にご協力をお願いします。全確保にご協力をお願いします。

▼投稿いただきたい内容
－市道の異常箇所－
穴ぼこ、陥没、段差、ひび割れ
側溝（ふた）の損傷
ガードレール等の損傷
マンホールの段差
街路樹の異常　　など

▼利用方法
スマートフォンアプリ「My City Report」をイ

ンストールし、道路の異常箇所の写真を撮影、投稿
してください。

投稿いただいた写真から道路の損傷具合を確認
し、対応内容などを投稿者に報告します。
※アプリのインストールや利用方法は、

市のホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。

▼注意事項
24 時間いつでも投稿できますが、市

の対応は基本、開庁時間内とします。
緊急を要する場合は、直接電話で通報

してください。

本市への誇りや愛着を市民が共有化でき
る取り組みとして、市民憲章を制定するに
あたり、市民ワークショップにご参加いた
だける方を募集します。

令和７年１月に市制 20 周年を迎えるに
あたり、20 周年記念事業のシンボルとな
るロゴマークを募集します。

ロゴマーク募集ロゴマーク募集ロゴマーク募集ロゴマーク募集 市民憲章制定に向けての市民憲章制定に向けての
市民市民ワークショップワークショップ参加者募集参加者募集
市民憲章制定に向けての市民憲章制定に向けての
市民市民ワークショップワークショップ参加者募集参加者募集

「道路異常等通報システム」をご活用ください！

お知らせ拡大版
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問 保険年金課　 （２５）８１３７　滋賀県後期高齢者医療広域連合　 ０７７（５２２）３０１３ 問 保険年金課　 （２５）８１３７

薄
橙
色（
び
わ
色
）

　現在交付されている認定証の有効期限は 
７月 31 日（月）です。
　認定証をお持ちの方には、更新に関する案
内を６月下旬に郵送しましたので、保険年金
課または各支所で手続きをしてください。手
続きをされた方には、７月下旬に更新した認
定証を郵送します。
※この認定証は、医療機関の窓口で提示する

と、窓口負担が自己負担限度額までになり
ます。

▼持ち物
〇国保の被保険者証
〇認定証（現在お持ちの方）
〇本人確認書類（運転免許証等）
〇世帯主および対象者の個人番号（マイナン

バー）が分かるもの
〇過去 12 か月で 90 日以上入院されている

方は、そのことが分かる領収書（住民税非
課税世帯の方のみ）

〇委任状（同一世帯でない方が申請される場合）

８月１日（火）から使っていただく新しい
国民健康保険被保険者証を７月下旬に世帯主
へ簡易書留で発送します。

現在使っている被保険者証は８月以降に、
ご自身で廃棄していただくか、保険年金課ま
たは各支所窓口へ返却してください。

被保険者証兼高齢受給者証には前年の所得
に応じて２割、３割のいずれかの負担割合が
記されています。同一世帯に住民税課税所得
が 145 万円以上の 70 歳以上 75 歳未満の
被保険者がおられる世帯は３割負担になりま
す。ただし、該当者の収入の合計が基準額を
下回る場合は、２割負担になります。

▼▼受給券の有効期限受給券の有効期限
　　福祉医療費受給券（乳幼児・子ども医療　　福祉医療費受給券（乳幼児・子ども医療

を除く）、重度心身障害老人等福祉助成券を除く）、重度心身障害老人等福祉助成券
および精神科通院医療費受給券の有効期および精神科通院医療費受給券の有効期
限は限は７７月月3311日日（月（月））です。です。

　　受給券の更新は、本人または保護者から　　受給券の更新は、本人または保護者から
の申請が必要です。申請書の提出がないの申請が必要です。申請書の提出がない
と医療費の助成ができない場合がありまと医療費の助成ができない場合がありま
す。す。

▼▼受給券の申請受付受給券の申請受付
　　現在、受給券の交付を受けている方には、　　現在、受給券の交付を受けている方には、

６月 23６月 23 日日（金（金））を期限として、更新手続きを期限として、更新手続き
の案内を送っています。まだ申請がお済の案内を送っています。まだ申請がお済
みでない方は、至急申請をお願いします。みでない方は、至急申請をお願いします。

▼▼所得の申告はお済みですか？所得の申告はお済みですか？
　　令和５年度所得（令和４年収入分）の申　　令和５年度所得（令和４年収入分）の申

告がお済みでない方は、必ず申告をお願告がお済みでない方は、必ず申告をお願
いします。また、令和５年１月１日現在いします。また、令和５年１月１日現在
で高島市に住民登録のない方は、前住所で高島市に住民登録のない方は、前住所
地で、【課税（非課税）証明書】を取得し地で、【課税（非課税）証明書】を取得し
ていただく場合がありますのでご注意くていただく場合がありますのでご注意く
ださい。ださい。

後期高齢者医療制度の被保険者の方に、
令和５年度の 1 年間の保険料の額や、お
支払いの方法についての通知書を、７月に
郵送します。

●令和５年度の保険料は、令和４年中の所
得に基づいて計算されます。

●入院時や、高額な外来診療を受けられる
ときに、医療機関の窓口で「①限度額適
用・標準負担額減額認定証」または「②
限度額適用認定証」（以下、限度額証）
を提示すると、医療機関の窓口でのお支
払いの上限が限度額までとなり、さらに
非課税世帯の方は入院時食事代が減額さ
れます。

●対象となる被保険者の方は
　①住民税非課税世帯の方

②住民税課税所得が 145 万円以上 690
万円未満の方

●７月 31 日まで有効の限度
額証をお持ちの方で、８月
以降も該当する方には、新
しい被保険者証に同封して
郵送します。（申請手続き
は不要です。）

●対象となる方で限度額証を
お持ちでない方は被保険者
証を持って、保険年金課ま
たは各支所で申請してくだ
さい。

新しい被保険者証は、７月中に簡易書留で発送します。
●更新に伴い、現在、後期高齢者医療制度に加入しておら

れる方全員の被保険者証が新しくなります。
●８月１日からは、今お持ちの被保険者証は使えませんの

でご注意ください。（有効期限をお確かめください。）
●マイナンバーカードをお持ちで、被保険者証としての事

前利用登録がお済みの方は、お届けする被保険者証に代
えて、マイナンバーカードをご利用いただけます。

●保険料の支払方法は…
　通知書の、

①「特別徴収」の欄に金額が記載されている。
→その金額が公的年金から引き落とされます。
②「普通徴収」の欄に金額が記載されている。
→納付書か口座振替でお支払いいただくことに

なります。

令和５年度の保険料の額を７月にお知らせします

８月１日から使える新しい被保険者証を７月中にお送りします

「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」を更新します

福祉医療費受給券などの更新手続きはお済みですか？福祉医療費受給券などの更新手続きはお済みですか？

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を更新します

新しい被保険者証をお送りします 70歳～74歳の方の負担割合

後期高齢者医療制度加入の皆さんへ
（75 歳以上の方および 65 歳から 74 歳までで一定の障がいのある方）

国民健康保険加入の皆さんへ

お知らせ拡大版
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政
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問 

子
ど
も
家
庭
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談
課　

（
２
５
）
８
５
１
７

問 障がい福祉課　 （２５）８５１６

問 高島市少年センター　
　 （２５）８５５６

問 企画広報課　 （２５）８１３０

問 高島市訪問看護ステーション
　 （３６）８１１１

訪問看護ステーションは、病気や障がいのある
方の在宅療養生活を支援します。

訪問看護サービスをご利用いただくには、契約
が必要となります。また、利用料金は介護保険・
医療保険の適用が受けられます。まずは、お気軽
にお電話ください。

　訪問看護師は地図を頼りに一人で訪問先へ
向かいます

訪問看護サービスって、なに？訪問看護サービスって、なに？

訪
問
看
護
あ
る
あ
る　
～
道
に
迷
う
ナ
ー
ス
編
～

道
に
迷
っ
て
い
る
ナ
ー
ス
を
見
か
け
た
と
き
は
、
救
い
の
手
を
‼

氏　名 住所・連絡先
清水　政治 今津町桂 （２２）１３８６
門脇　浩克 新旭町新庄 ０９０（３７１９）５１３８

清水　透弘 安曇川町青柳 （３２）４２０８
松宮　喜子 安曇川町青柳 ０９０（５６５６）２６９３

林　　俊博 勝野 （３６）０３５８
三原　新悟 朽木荒川 （３８）２２５０

氏　名 住所・連絡先
高木　照代 マキノ町海津 （２８）００７１
駒井　正一 安曇川町北船木 （３４）０６５８
小嶋　典子 勝野 （３６）２０４０

７
月
３
日
（
月
）
～
７
日
（
金
）
の
期

間
中
、
市
役
所
新
館
１
階
ロ
ビ
ー
玄
関

前
に
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し
ま
す
。
こ
の
コ
ー

ナ
ー
で
は
、
子
ど
も
の
成
長
・
幸
せ
を

願
い
、
七
夕
笹
飾
り
な
ら
び
に
千
羽
鶴

を
作
成
し
て
い
ま
す
。ご
来
庁
の
際
は
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

今
後
、
農
地
を
後
世
に
残
し
、
担
い

手
が
効
率
的
に
農
業
を
営
ん
で
い
く
た

め
に
は
、
農
地
の
集
積
（
担
い
手
に
集

め
る
）、
集
約
（
近
く
に
ま
と
め
る
）

が
重
要
で
す
。

集
落
で
は
、
こ
れ
ま
で
作
成
さ
れ
た

農
地
利
用
の
将
来
計
画
「
人
・
農
地
プ

ラ
ン
」（
市
内
88
地
域
で
作
成
済
）
を

も
と
に
、
農
地
の
集
積
・
集
約
を
再
考

す
る
「
地
域
計
画
」
の
検
討
が
始
ま
り

ま
す
。
こ
の
機
会
に
、
農
地
を
所
有
す

る
皆
さ
ん
も
、
自
身
の
農
地
の
将
来
の

利
用
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。各

地
域
の
計
画
作
成
状
況
に
つ
い
て

は
、
農
業
政
策
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

田んぼを増やして経営
を安定させたいな。
でも、田んぼの場所が
バラバラでは効率が悪
いな。

預けている田んぼは、将来、
誰が作ってくれるのかしら。

農林水産省
ホームページ

「地域計画」について
詳しくはこちら↓

仕事しながら田ん
ぼをしていたが、
来年は誰かに作っ
てもらいたいな。

防災情報などを
メール配信しています！

リアルタイム高島

▼登録方法
①「real.takashima@sg-m.jp」に空メールを
送信するか、二次元コードを携帯電話で読み
取っていただき、空メールを送信してください。
②そのあと、送られてくるメールから、登録用
の画面に進み、受信したいメールの
カテゴリにチェックを入れて、登録
ボタンを押してください。
※ 配 信 は「real@city.takashima.shiga.jp」の

アドレスから送られます。
▼配信中のメニュー
防災情報、火災情報、不審者情報、熊目撃情報、
文化ホールイベント情報、乳幼児健診情報、行
方不明者情報、ＪＲ運行情報　など

　身体に障がいのある方や知的障がいのある
方、またその家族を対象に、障がい者福祉に関
することや、家庭における養育、生活などに関
する相談をお受けします。秘密は固く守られま
す。お気軽にご相談ください。

７月は「青少年の非行・被害防止
強調月間」です。飲酒、喫煙、深夜
徘徊、万引き、暴力行為、大麻など
の非行防止や、犯罪に巻き込まれな
いように地域全体で青少年を見守
り、支え育てる環境が大切です。家
庭、学校、地域住民、職場・企業、
関係機関等が、それぞれの役割や責
任を果たしつつ、相互に協力しなが
ら、一体となって青少年の非行・被
害防止に取り組みましょう。

子どもや若者について気になる行
動がある場合、高島市少年センター
までご連絡ください。

こ
れ
ま
で
は
、
農
業
者
の
高
齢
化
、
後
継
者
不
足
が
進
む
な
か
、
５
年
・

10
年
先
の
地
域
の
農
地
を
誰
が
ど
う
や
っ
て
守
っ
て
い
く
の
か
を
話
し
合
う

「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
作
成
の
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

令
和
５
年
度
か
ら
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
は
「
地
域
計
画
」
と
名
称
が
変

わ
り
、
将
来
の
担
い
手
と
な
る
農
家
へ
の
農
地
集
積
・
集
約
の
予
定
を
地
図

に
表
し
た
「
目
標
地
図
」
の
作
成
も
始
ま
り
ま
す
。

▼身体障害者相談員

▼知的障害者相談員

※敬称略

※敬称略

平
成
18
年
７
月
５
日
、
市
内
で
当
時

２
歳
の
幼
い
命
が
、
保
護
者
か
ら
の
虐

待
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
事
件
が
起
こ
り

ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
悲
劇
を
二
度
と
繰
り
返

さ
な
い
た
め
に
、
市
で
は
、
７
月
１
日

～
７
日
を
「
子
ど
も
虐
待
防
止
推
進
週

間
」
と
し
て
児
童
虐
待
防
止
を
啓
発
し

て
い
ま
す
。

滋
賀
県
内
で
児
童
虐
待
件
数
は
年
々

増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。「
子
ど
も
の

安
全
安
心
を
守
る
た
め
に
出
来
る
こ

と
」
を
こ
の
週
間
を
機
に
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。

「
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン　

～
七
夕
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
～
」

身体障害者相談員と
知的障害者相談員にご相談ください！

７月は
「青少年の非行
・被害防止強調月間」です

７
月
１
日
～
７
日
は
、
高
島
市
子
ど
も
虐
待
防
止
推
進
週
間

守
れ
な
か
っ
た
命
を
見
つ
め
て
　
ス
ト
ッ
プ
‼
　
児
童
虐
待

農
地
を
使
い
や
す
く
集
積・集
約
！

農
地
を
使
い
や
す
く
集
積・集
約
！

　
　
　
　「
地
域
計
画
」

「
地
域
計
画
」がが
始始
ま
り
ま
す

ま
り
ま
す
‼‼
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